（別紙４）

申告書


外務省領事局外国人課長殿

経済産業省商務・サービスグループヘルスケア産業課長　　



私は、医療滞在ビザの身元保証機関として登録申請を行うに際し、医療滞在ビザに係る身元保証機関となる医療コーディネーターの登録基準第二条第一項第九号のいずれにも該当しないことを申告します。
なお、当該申告が虚偽の申告であることが判明した場合には、同基準第六条第一項に掲げる事由に該当することを認識しております。
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